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看護基礎教育に関する大学に係る規定 
 

【大学】 

○学校教育法（昭和２２年法律第２６号）（抄）  

 

第８７条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間におい

て授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。 

２ （略） 

 

第９２条 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上

の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。 

２ 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 

３ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

４ 副学長は、学長の職務を助ける。 

５ 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。 

６ 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であ

つて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

７ 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつ

て、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

８ 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授

し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

９ 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 

１０ 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

 

○大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）（抄）  

 （専任教員数） 

第１３条 大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める教

授、准教授、講師又は助教の数と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める教授、准教授、講師又は

助教の数を合計した数以上とする。 

 

 （教授の資格） 

第１４条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当 

 一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績を有する者 

 二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

 三 学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与されたこれに相

当する学位を含む。）を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 

 四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含

む。）のある者 

 五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者 

 六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 

 

 （准教授の資格） 

第１５条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふ

さわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 

一 前条各号のいずれかに該当する者 

二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相当する職員としての経歴

を含む。）のある者 

三 修士の学位又は学位規則第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学

位を含む。）を有する者 

四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 

五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 
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 （講師の資格） 

第１６条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 第１４条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者 

二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認

められる者 

 

 （助教の資格） 

第１６条の２ 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するに

ふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 

一 第１４条各号又は第２５条各号のいずれかに該当する者 

二 修士の学位（医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な

能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位）又

は学位規則第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）を

有する者 

三 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者 

 

 （校舎等施設） 

第３６条 大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えた校舎を有するものとする。

ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない。 

 一 学長室、会議室、事務室 

 二 研究室、教室（講義室、演習室、実験・実習室等とする。） 

 三 図書館、医務室、学生自習室、学生控室 

２ 研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。 

３ 教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。 

４ 校舎には、第１項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。 

５ 大学は、校舎のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設及び講堂並び

に寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。 

６ 夜間において授業を行う学部（以下「夜間学部」という。）を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあつて

は、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。 

 
別表第一 学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数（第１３条関係）（看護学関係部分） 

イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの 

学部の種類 
 
 
 

一学科で組織する場合の専任教員数 
 

二以上の学科で組織する場合の一学
科の収容定員並びに専任教員数 

収容定員 専任教員数 収容定員 専任教員数 

保健衛生学関係（看
護学関係） 

２００―４００ 
 

１２ 
 

- 
 

- 
 

 備考 
  一～十一（略） 
 

別表第二 大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数（第１３条関係） 

大学全体の収容定員 ４００人 
 

８００人 
 

専任教員数 ７ １２ 
 備考   
一～四（略） 


